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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【公開番号】特開2008-233598(P2008-233598A)
【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2008-039
【出願番号】特願2007-74144(P2007-74144)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３３８　
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13    １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月9日(2010.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面側にトランジスタが形成された第１の基板と、該第１の基板の前記第１の面に
対向する第２の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、
　前記第１の基板における前記第１の面と反対側の第２の面において、平面視した状態で
前記トランジスタが形成された第１の領域を避ける第２の領域の所定の位置に、２次元バ
ーコードが形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　第１の面側にトランジスタが形成された第１の基板と、該第１の基板の前記第１の面に
対向する第２の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、
　前記第１の基板における前記第１の面と反対側の第２の面に、第３の基板が貼着されて
おり、
　前記第３の基板における前記第１の基板に貼着された第３の面と反対側の第４の面にお
いて、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第１の領域を避ける第２の領域の
所定の位置に、２次元バーコードが形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　前記所定の位置は、前記第１の基板の前記第１の面側に形成された上下導通端子と重な
る位置であることを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記所定の位置は、前記第１の基板の前記第１の面側に形成された外部接続端子と重な
る位置であることを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記第１の基板の前記第１の面側に、前記トランジスタを前記第２の面側から平面視し
た状態で覆って遮光する遮光膜が形成されており、
　前記遮光膜の一部が、前記第２の領域の前記所定の位置において島状に形成されている
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電気光学装置。
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【請求項６】
　前記２次元バーコードは、前記第１の基板の製造ナンバと、前記第１の基板が構成され
る大板の製造ナンバと、複数枚の前記大板を１組にした組毎の製造ナンバとを表している
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項７】
　第１の面側にトランジスタが形成された第１の基板に、前記第１の面に対向するよう第
２の基板を貼り合わせる貼着工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に、電気光学物質を介在させる電気光学物質介
在工程と、
　前記第１の基板を該第１の基板が構成された大板から分断する分断工程と、
　を具備し、
　前記電気光学物質介在工程後、前記分断工程に先立って、前記第１の基板の前記第１の
面と反対側の第２の面に対し、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第１の領
域を避ける第２の領域の所定の位置に、２次元バーコードを形成する２次元バーコード形
成工程を具備していることを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項８】
　第１の面側にトランジスタが形成された第１の基板に、前記第１の面に対向するよう第
２の基板を貼り合わせる第１の貼着工程と、
　前記第１の基板の前記第１の面と反対側の第２の面に、第３の基板を貼り合わせる第２
の貼着工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に、電気光学物質を介在させる電気光学物質介
在工程と、
　前記第１の基板及び前記第３の基板を、前記第１の基板及び前記第３の基板が構成され
た各大板からそれぞれ分断する分断工程と、
　を具備し、
　前記電気光学物質介在工程後、前記分断工程に先立って、前記第３の基板の前記第１の
基板に対向する第３の面と反対側の第４の面に対し、平面視した状態で前記トランジスタ
が形成された第１の領域を避ける第２の領域の所定の位置に、２次元バーコードを形成す
る２次元バーコード形成工程を具備していることを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の基板の前記第１の面側に前記トランジスタを形成するに先立って、前記トラ
ンジスタを前記第２の面側から平面視した状態で覆って遮光する遮光膜を前記第１の面側
に形成する工程を具備し、
　前記遮光膜を形成する工程において、前記第２の領域に形成される前記２次元バーコー
ドを平面視した状態で覆う位置に、前記遮光膜の一部を島状に形成することを特徴とする
請求項７または８に記載の電気光学装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電気光学装置を具備することを特徴とする電子機
器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記目的を達成するために本発明に係る電気光学装置は、第１の面側にトランジスタが
形成された第１の基板と、該第１の基板の前記第１の面に対向する第２の基板との間に電
気光学物質が介在された電気光学装置であって、前記第１の基板における前記第１の面と
反対側の第２の面において、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第１の領域
を避ける第２の領域の所定の位置に、２次元バーコードが形成されていることを特徴とす
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る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、第１の面側にトランジスタが形成された第１の基板と、該第１の基板の前記第１
の面に対向する第２の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、前
記第１の基板における前記第１の面と反対側の第２の面に、第３の基板が貼着されており
、前記第３の基板における前記第１の基板に貼着された第３の面と反対側の第４の面にお
いて、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第１の領域を避ける第２の領域の
所定の位置に、２次元バーコードが形成されていることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　さらに、前記所定の位置は、前記第１の基板の前記第１の面側に形成された上下導通端
子と重なる位置でもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、前記所定の位置は、前記第１の基板の前記第１の面側に形成された外部接続端子
と重なる位置でもよい。
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